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1．はじめに 
 
 調達契約におけるオークションの重要性は多くの人が同意するだろう。日

本の公的部門でも、物品や委託サービスのような比較的少額の調達から道路

工事・トンネル掘削や橋梁などの巨額に上る大型工事まで多くの調達で競争

入札が採用されている。一方、入札という明確な制度を採用しているかどう

かはともかくとして、民間部門でも調達先企業を複数選定することで、サプ

ライヤー間の競争を促している。例えば、日本の自動車メーカーはその典型

であり、部品を発注する際に納入先を複数化しているのはよく知られている

(藤本, 1997 の第４章)。加えて、日本の公共調達の多くは、価格競争を主軸と

して行われており、建設工事の多くにおいても価格をめぐる競争を通じて受

注者が決定されている1。  
 しかしながら、公共部門がこの種のオープンなオークション制度を採用し

ていることが多いのに対して、民間部門はクローズドな仕組みも積極的に採

用している。Bajari, McMillan, Tadelis(2009)では、1995 年から 2000 年のノー

スカリフォルニア州の非居住ビル建設プロジェクトについて調べ、私的部門

では 44％が特定企業に発注しているのに対して、オープンなオークションは

わずか 18％であった。また、自動車メーカーが部品の設計を行っている場合

には、モデルチェンジの場合で 45％、新規モデルの場合で 53％が入札方式で

 
1 日本の公共調達活動の法的基盤である会計法においては、原則として一般競争入札を通じて

受注者を決定する旨が規定されている(会計法 29 条の３第１項)。また、同法 29 条の 6 第 1 項

では、「予定価格の制限の範囲内で 高又は 低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手

方とするものとする」と規定され、価格競争が調達活動の主軸となることを規定している。 
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部品を調達している一方で、一社特命による受注も、48％（モデルチェンジ

の場合）、38％（新規モデルの場合）とそれなりの割合を占めている(藤本, 1997
の第４章)。  
 では、公的部門の調達オークションにおいて、オープンなオークションは

本当に望ましいのだろうか。本論文の目的は、品質を改善するような(サプラ

イヤーによる)投資行動に注目して2、この点を議論している既存研究をレビ

ューすることである。例えば、ある買い手がトンネル工事を発注したいと考

えている状況を考えよう。十分な品質のトンネルを完成させるためには、調

査や利用技術の検討など様々な投資が不可欠である。受注前には、施工現場

の地形や地質、施工条件などの情報を収集・検討を経たうえでないと、施工

方法を決定することはできない。また、受注後であったとしても、工事開始

後に起きる事象に対して適切に対処しなければならない。したがって、トン

ネルを発注する方法を検討する際に、こうした投資インセンティブの確保は

重要な視点であろう3。とりわけ、複雑で規模の大きな建設工事においては、

工事開始前の段階での施工方法の決定や工事開始後に起きる事象についての

対処方法の決定に関して、サプライヤーは買い手よりもしばしば豊富な知識

を持っている。それ故、サプライヤーによる事前・事後の品質改善に係る投

資活動は、調達の成果を規定する決定的に重要な要因となりうるからである。 
本稿の構成は以下の通りである。2 節で、基本モデルを設定し、標準的な

オークションモデルにおいては、オープンなオークションが望ましいことを

説明する。3 節では事後の投資行動が存在する場合を考え、4 節では事前の投

資行動への影響を検討する。いずれの場合も一定の条件の下では制限された

オークションが望ましくなる。5 節では、議論の結果をまとめ、残された課

題を指摘する。 
 
2．オークションの基本原理 
 
2．1 モデルの設定 
 オークションの基本原理を理解するために、次のような単純な状況を考え

よう。買い手1社とN 2社のサプライヤー i 1, … , N が一つのプロジェク

 
2 品質を改善する投資以外にも、(1) 生産費用を削減する投資行動、 (2) 生産費用をより正確

に推測するための投資活動もありうる。(1)については Piccione and Tan (1996), Arozamena and 
Cantillon (2004)、(2)については Persico (2000)を参照のこと。 
3 Bajari and Tadelis (2001)及び Tadelis (2012)は適応費用[Adaptation Cost]からこの点を議論して

いる。 
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ト（橋の建設、トンネルの掘削等）を実施しようとしている。買い手は、N人

のサプライヤーから一社選定をしてプロジェクトを実行する。仮にプロジェ

クトをi社に価格pで発注したとしたら、買い手はプロジェクトからv pを得

て、受注したi社はu c p c の利益となる。ここで、vはプロジェクトか

らの収益であり、c はi社がプロジェクトを実施する費用である。単純化のた

めに、c は低費用 50 億円 と高費用 100 億円 のいずれかであるとし、低費

用の事前確率をqとする（1 q 0）。c とc は独立と仮定する。 
 も理想的なのは、買い手がサプライヤーの費用を観察でき、この費用が

立証可能4な場合である（ファーストベスト、以下本稿では FB と呼ぶ）。こ

の場合、 も低い費用のサプライヤーを選び、そのサプライヤーの費用を価

格としたら、余剰を 大化できるからである。K をn社のうちm番目に小さ

い順序統計量とすると、n社の中から 小費用のサプライヤーに依頼した場

合の期待余剰は 
 

SW n E v min c v E K v 50 1 q 100 50  

 
となる。第 3 項は高費用で発注する場合を表している。n社すべてが高費用

であった場合には（低費用企業に発注する場合に比べて）50 億円の追加費用

になる。すべてのサプライヤーが高費用である確率は、1 q であるので、

期待値は 1 q 100 50 となる。この社会的余剰を見ると、企業数が多

くなるほど、余剰は増加することがわかる。サプライヤーが高費用である確

率は低下するからである。 
 
2．2 オークションの基本原理 
しかしながら、このような理想的な状態は現実的ではない。多くの場合、

買い手はサプライヤーの費用を観察できないからである。そこで、オークシ

ョンを実施して 小費用のサプライヤーを探すことになる。ここではこの点

を確認しよう。 
 次のような基本モデルを考える。 
 
 
 

 
4 立証可能とは「裁判所がサプライヤーのコストを観察可能であること」と定義される。 
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＜タイミング①：基本モデル＞ 
(1) （契約）買い手は、サプライヤーN社のうちn社をオークション参加者と

して選定する。オークション参加者に固定報酬wを take-it-or-leave-it-offer
で提示する。参加者が拒否すると、すべての当事者の利得は 0 となりゲ

ームは終了する。承諾すると、買い手は w を支払い、次に進む。 
(2) 各サプライヤーiはc を観察する（私的情報）。 
(3) n社が参加するセカンドプライス・オークションを実施する。 
(4) 落札したサプライヤーがプロジェクトを実施する。買い手は、オークシ

ョンによって決まった価格pを支払う。 
 
通常のオークションモデルと異なり、参加者をサプライヤーの一部に限定で

きる。これは、オープンなオークションと制限されたオークションのいずれ

が望ましいかを議論するためである。本稿では、すべてのサプライヤーが参

加するオークション(n N)をオオーーププンンななオオーーククシショョンンと呼び、一部しか参加

しないオークション(n N)を制制限限さされれたたオオーーククシショョンンと呼ぶ。この参加者数

は本稿全体を通じてコミット可能であると仮定する。また、固定報酬wは負

の値も許容し、w 0の時はサプライヤーの参加料金と解釈する。 
(1)を除いた設定は標準的である。オークションに参加したサプライヤーの

入札額をb とすると、セカンドプライスオークションでは、 も低い入札額

のサプライヤーがプロジェクトを落札し、二番目に低い入札額が価格になる。

仮に、iが も低い額を入札したとしたら、この時の落札者iの利益は、落札

額はp min b となるから、 

min b c  

 
である。同じ入札額を入札した場合には、等確率でランダムに落札者を決め

るとする。なお、u c を費用がc であるサプライヤーの期待利潤とし、U
E u c を費用を知る前のサプライヤーの期待利潤、Vを買い手の期待利潤と

する。 
 
 初にwを所与としたときのオークションの結果を確認しよう5。 
 

 
5 標準的な結果であるので証明は省略する。例えば、Krishna (2002)を参照。 
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命命題題 1．．基本モデルにおけるベイジアン均衡は、すべてのサプライヤーに対

してb c である。買い手とサプライヤーの期待利得は、 
 

U qu 50 1 q u 100 w 50q 1 q  
 V SW n E K K SW n nq 1 q 50 nw 

 
となる。 
 
 まず、w 0の場合を考えよう。各サプライヤーは自己の費用を正直に入

札し、低費用の時にインフォメーションレントを受け取っている。仮にある

サプライヤーiが落札できた場合を考えよう。支払い金額が 2 番目に高い入札

額になるセカンドプライス・オークションでは、落札者の利得がプラスとな

るのは、2 番目に低い入札額がプロジェクト費用c を上回っている場合である。

本モデルでは、高費用と低費用の 2 タイプしかないので、落札者の費用がc
50であり、他のすべてのサプライヤーの入札額（費用）が 100 億円であるケ

ースである。この確率は 1 q であるので、低費用の時のインフォメー

ションレントはu 50 50 1 q となる。他方、高費用の場合、レント

は発生しない（u 100 0）。したがって、サプライヤーの（費用がわかる前

の）期待利得は、50q 1 q となる。 
他方、このようにサプライヤーにインフォメーションレントを与えなけれ

ばならないので、（期待インフォメーションレント）×（サプライヤーの人数）

分だけ、買い手の利得はＦＢに比べて低下している。 
 但し、本モデルの場合、費用がわかっていないサプライヤーから参加費用

を徴収できるので、買い手はこのインフォメーションレントを吸収すること

ができる。実際、買い手が直面している問題は、 
 

max,   SW n nq 1 q 50 nw  

   s.t． w 50q 1 q 0 
 
である。制約条件は参加制約である。参加を受け入れた場合の利得（左辺）

が拒否した場合の利得（右辺）を上回っているとき、サプライヤーはオーク

ションに参加することになる。固定報酬が小さいほど買い手の利益は大きく

なるので、参加が見込める水準－すなわち、インフォメーションレントを買

い手に移転させる水準―まで固定報酬を引き下げる（参加制約は等号で成立
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する）。結果として、w 50q 1 q 0となり参加費の設定が 適に

なる。この固定報酬を目的関数に代入すると、買い手の利益は、 
 

v 50 1 q 100 50 SW n  
 
となる。 
では、オープンなオークションと制限されたオークションのどちらが良い

だろうか。発生したインフォメーションレントは買い手に参加費として徴収

されるので、買い手の利得は FB の時の利得に一致する6。したがって、高費

用の確率を下げるために、参加者数は多い方が望ましくなる（第 3 項）。 
 
定定理理 1．．基本モデルを考えよう。この場合、オープンなオークションが望ま

しい。 
 
 しかし、１節で説明したようにこの結果は現実的ではない。実際の調達で

は制限されたオークションも頻繁に観察されているからである。どのような

条件で参加者を制限するのかを次節以降でみていこう。 
 
3．オークション後の投資行動 
 
3．1 設定 
オークション後の投資行動を Calzolari and Spagnolo (2009)に基づいて考え

てみよう。タイミングは以下のようになる（下線部が変更箇所）。 
 
＜タイミング②：事後投資＞ 
(1) （契約）買い手は、サプライヤーN社のうちn社をオークション参加者と

して選定する。オークション参加者に固定報酬wとボボーーナナスス部部分分𝐫𝐫を提示

する。参加者が拒否すると、すべての当事者の利得は 0 となりゲームは

終了する。承諾すると、買い手はwを支払い、次に進む。 
(2) 各サプライヤーiはc を観察する（私的情報）。 
(3) n社が参加するセカンドプライス・オークションを実施する。 
(4) 落落札札者者はは投投資資ををすするる((𝐞𝐞𝐢𝐢 � かかししなないいかか((𝐞𝐞𝐢𝐢 �))をを決決めめるる。。 

 
6 参加費が設定できない場合(w 0)においても同様の結果が導出できる。この場合の買い手の

利得はSW n nq 1 q 50であり、1 q e�
�であるならば、オープンなオークションが

望ましい。 
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(5) 落札したサプライヤーがプロジェクトを実施する。買い手は、オークシ

ョンによって決まった価格pとボーナスrを支払う。 
 
基本モデルと２点異なっている。第 1 に事後投資である。建設計画の具体的

な工程作成やトンネル掘削のための設備購入などオークション後に行われる

様々な活動がこれに当たる。したがって投資行動はプロジェクトを実施する

ために不可欠であり、もし、投資をしなかったとしたら(e 0)、プロジェ

クトの利益はv kに減少すると考える。費用gをかけて投資をした場合には

(e 1 、プロジェクトの利益は変わらずvである。本論文を通じて、投資を

した方が望ましい状況を仮定する(すなわちkは十分に大きい)。第 2 に、事

後的投資を促すためにはボーナスを支払うことが有用かも知れない。そこで、

本モデルではオークションでの受注額とは別にボーナスrを契約できるとす

る。 
 本モデルの大きな特徴は、二種類の非対称情報があることである。サプラ

イヤーの費用を買い手が観察できないというアドバースセレクション問題に

加え、本モデルでは、事後的投資を間接的にしかコントロールできないとい

うモラルハザード問題がある。したがって、オークションの参加者数と報酬

を利用して、買い手はこの二つの問題に対応することになる。本節ではこの

ような事後投資のモラルハザード問題を考慮した 適契約について考える。 
 以下では、二つの状況を考える。3．2 節では事後投資が立証可能な一期間

のモデルを考える。ここで導入したボーナスがオークションの中でどのよう

な役割を果たすかを確認するためである。3．3 節では、事後投資が立証不可

能であるが観察可能であるとの仮定を採用した上で、関係的契約について考

える。 
 
3．2 落札額とボーナスの関係 
 オークションとボーナスの関係を理解するため、投資が立証可能な場合を

考えよう。結果は次のようにまとめられる。 
 
命命題題 2．．事後投資が立証可能であるとしよう。もし、r gが成立していたと

すると、以下のようなベイジアン均衡が存在する。すべてのサプライヤーに

ついて、 
1. 事後投資を行う(e 1)。 
2. オークションにおける入札は、b c r g である。 
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証明 
1. e 1  
あるサプライヤーiが落札し、落札額がb であったとしよう。この時、投

資をする条件は、 
b r c g b c  

条件r gより成立している。 
2. b c r g  

他のサプライヤーがb c r g を入札していた時、b c r g
が 適反応になることを示そう。c 50の場合、iの利得は、min c 50
の場合の利得は 0 となる。したがって、min c 100の場合を考えよう。

この時、 
0    if  b 100 r g  

 1 q 100 r g 50 r g      

if  b 100 r g  
1 q 100 r g 50 r g      

if  b 100 r g  
となる。よって、b 50 r g が 適反応となる。同様に、c 100
の場合も示すことができる。 

 
命題中の「1．」は容易に理解できるだろう。本節のモデルでは投資が立証可

能であるので、ボーナスが投資費用を上回るとサプライヤーの投資インセン

ティブが発生しているからである。これに対して、補題中の「2．」では、入

札額が基本モデルの結果（b c ）よりも小さくなっていることには注意が

必要である。基本モデルと異なり、落札するとサプライヤーの利潤はp c
r g となる。投資による追加的な利益(r g)が得られることが見込まれて

いるので、入札額を小さくして落札価格を低めているのである。このことは

（若干文脈がちがうものの）メディアで報道される「1 円入札」をイメージ

するとわかりやすい7。情報システムの発注などのオークションでは、一度受

注するとその後のメンテナンスは同じ業者が受ける場合が多い。こうしたメ

ンテナンスで得られる利益を見込むと、入札額は極めて少額になる。メンテ

 
7 産経新聞 2019 年 11 月 20 日

（https://www.sankei.com/article/20191120-Q7TBWQK5BJO4XNGSTHI672NUEE/, 2021
年 6 月 10 日閲覧）。 
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ナンスによる利益とボーナスという違いはあるものの、将来の利益を原資と

して入札額を引き下げるという点は同じであり、入札額とボーナスには相互

依存関係があることを示している。 
 なお、サプライヤーの利潤と買い手の利潤は 
 

U qu 50 1 q u 100 w 50q 1 q  
 V SW n E K K SW n g nq 1 q 50 nw 

 
となり、基本モデルと投資費用を除いて同じになる8。したがって、w

50q 1 q と設定すると、FB を実現できるのでオープンなオークショ

ンが望ましい。  
 
3．3 関係的契約 
 では、投資が立証不可能な場合の関係的契約を考えよう。すなわち、3．1
で説明したタイミングを無限に繰り返す状況を考える。ここで注目する均衡

は、 
A) すべてのサプライヤーがb c r g の入札を行い、落札後に投資

を行うこと(e 1)、 
B) あるサプライヤーが一度でも A)の行動をとらなければ、そのサプライ

ヤーを排除し、残りのサプライヤーと取引を続ける。すべてのサプラ

イヤーが A)の行動をとっていたら、ボーナスrを支払う。 
である9。δを割引因子とし、この均衡上でのサプライヤーの継続利得をU� n 、

買い手の無限期間の継続利得をV� n とおく。さらに、買買いい手手ややササププラライイヤヤ

ーーのの逸逸脱脱行行動動ははそそのの当当事事者者ししかか観観察察ででききずず、、他他ののササププラライイヤヤーーににはは観観察察不不可可

能能ででああるると仮定する。この仮定の意味は買い手の自己拘束条件を計算すると

きに説明する。 
 初に、サプライヤーの条件を考えよう。まず、オークションに参加する

条件(PC)は、 
 

U� n w 50q 1 q 0 
 

 
8 買い手の利潤はSW n と一致する。この場合も、オープンなオークションが望ましい。 
9 本論文では、すべての期で同じ契約を提示する Stationary contract に限定する。本モデルでは

一般性を失わない。Levin (2003)を参照。 
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となる。左辺はオークションに参加した場合の利得である10。左辺は、報酬

の固定部分とインフォメーションレント50q 1 q から構成されている。

前節で述べたように、ボーナスは入札額の減額に利用されるので、サプライ

ヤーの利得に含まれない。さらに、サプライヤーが投資を行う条件(IC)は、 
 

1 δ r g δU� n 0  
↔ 1 δ r g δ w 50q 1 q 0 

 
となる。左辺が投資を行った時の利得であり、右辺が投資をしなかった場合

の利得である。サプライヤーが投資を行わなかった場合、繰り返しゲームで

はそのサプライヤーは取引関係から排除されることになるため、利得は 0 と

なっている。つまり、前節のようなボーナス(r)に加えて、その後の取引から

得られる利得U� n を高めることでも、投資インセンティブを付与できる。

なお、継続利得U� n は報酬の固定部分wによってコントロール可能である

ことに注意してほしい。 
 (PC)と(IC)をまとめると、 
 

w 50q 1 q 1 δ
δ ma x�g r、0�  

 
となる。 
次に、買い手の逸脱インセンティブを考えよう。V�を買い手が逸脱したと

きの継続利得とすると、ボーナスを支払う条件は、 
 

1 δ r δV� n δV� n  
 
となる。左辺がボーナスを支払った時の継続利得であり、右辺が逸脱したと

きの継続利得である。 
もし、n Nの場合、逸脱したときの継続利得はV� n V� n になる。買

い手が関係的契約を破り、サプライヤーiにボーナスを支払わなかったとして

も、その逸脱を知るのはサプライヤーiのみであり、他のサプライヤーは知ら

ない。結果、残ったサプライヤーが存在すると(N n 0)、新たに一社参加

させ、n社で発注を続けられるからである。結果、ボーナスを支払う条件は 

 
10 繰り返しゲーム関連文献の慣行に従い、 1 δ をかけたものを利得とする。 
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1 δ r δV� n δV� n ↔ r � 0 
 
となり、投資を促すためにボーナスを設定できないことになる。 
逆に、n Nの場合には、N 1社のサプライヤーと取引を続けることにな

るので、V� N V� N 1 となり、ボーナスを支払う条件は、 
 

1 δ r δV� N δV� N 1  ↔ δ
1 δ V� N V� N 1 r 

 
となる。したって、ボーナス支払いが自己拘束的である条件は次のようにま

とめられる。 
 
補補題題 1．．r 0が自己拘束的(self-enforcing)であるための条件は以下のようになる。 
 

1. n N 

2. �
� V� N V� N 1 r 

 
適な契約について考えよう。買い手が直面している問題は以下の通りで

ある。 
 

max,   SW n nq 1 q 50 g nw  

      s.t.  w 50q 1 q �
� ma x�g r, 0� 1  

1 δ r δV� n δV� n    2  
 
制約条件は、参加制約と誘因両立制約をまとめたもの（式(1)）、買い手の自

己拘束条件（式(2)）である。 適契約では、 初の制約条件は等号で成立す

るので、買い手の目的関数に代入すると、 
 

V� n v E K g nw nq 1 q 50
v E K g n 1 δ

δ max�g r, 0� 

 

15サプライヤーの品質改善投資と調達オークションのデザイン



12 

となる。操作変数はnとrであり、制約条件はボーナスが自己拘束的である条

件である。 
 制限されたオークションが望ましい理由を考えるために、前節で FB を達

成できた契約を考えよう(w 50q 1 q 、 r g)。この契約は(IC)と
(PC)を満たしている。加えて、自己拘束的であるためには、n Nであり、さ

らに、 
 

δ
1 δ V� N V� N 1 r g 

↔  δ
1 δ 1 q � 1 q � 50 r g 

 
である。左辺は、参加者がN社からN 1社に減少したときに、全サプライヤ

ーが高価格である確率の変化である。つまり、買い手は、ボーナスを支払わ

ないという短期的なメリットの一方で、長期的にはオークション参加者が減

少するデメリットを受けることになる。このデメリットはサプライヤーの数

Nが小さくなるほど大きくなるので、Nが小さいときには FB を実現するボー

ナスrが自己拘束的になる。 
 サプライヤーの数Nが大きいときには、投資を促すほどのボーナスを設定

できなくなり、契約を工夫する必要がある。ボーナスもゼロの極端な状況で

を考えよう（r 0）。この場合、買い手の自己拘束条件を満たしている。他

方、誘因両立制約は、 
 

1 δ g δ w 50q 1 q 0 
 
となる。１期間モデルと異なり、一定のレントをサプライヤーに与えること

で(w 50q 1 q 0)、投資インセンティブが生じる。投資をしないと

取引が継続されないからである。この時の買い手の利得は、 
 

V� n v E K n 1 δ
δ g 

 
となる。この式は買い手のトレードオフを明らかにしている。オークション

参加者nを増やすとプロジェクトの実施費用は小さくなる（第 2 項目）。低費

用のサプライヤーが落札する可能性が高まるからである。しかし、投資イン
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センティブを確保するためには一定のレントを与える必要があるので、参加

者が多くなるほどこのレントは大きくなる（第 3 項目）。したがって、参加者

を絞ったオークションが望ましくなるのである。 
 以上の議論をまとめると次の定理になる。 
 
定定理理 2．． 適契約において次のことがいえる。 

1. Nが十分に小さい場合には、オープンなオークションが望ましい。 
2. Nが十分に大きい場合には、制限されたオークションが望ましい。 

 
3．3 ハンディキャップ・オークション 
 3．2 節では、投資をしない入札者は以降の取引で排除されていた。これは

極端な罰則であり、こうした投資をしない入札者にハンディキャップを付与

する方法もある。本節では、Albano et al. (2017)に基づいてこの点を考えよう。 
 ハンディキャップオークションの効果を理解するために、以下の３つの仮

定を導入しよう。 
 

1. 買い手はオークションのルールにコミットできる。また、報酬を設定

しない（すなわち、 w, r 0,0 ）。 
2. 入札企業数を２社とする（n 2）。 
3. 入札者は他の入札者の費用を観察可能である。但し、買い手が費用を

観察不可能である仮定は維持する。 
 
1 を仮定すると、買い手の自己拘束的条件を無視できる。前節の(2)式では、

買い手が逸脱する動機はボーナスにあった。ボーナスを 0 とすると、(2)式を

常に満たすことになる。仮定 2、3 は分析を単純化するものである。 
 ハンディキャップオークションでは、スコアをs b h とし、このスコ

アが 小の入札者が落札する。ここで、b は入札額、h はハンディキャップ

である。例えば、サプライヤー1 の入札額が 50 億円、サプライヤー２の入札

額が 100 億円で、ハンディキャップ h , h 60,0 としよう。サプライヤー

1 のスコアはs 50 60 110、サプライヤー2 のスコアはs 100となり、

少スコアを入札しているサプライヤー2 が 110 億円で落札することなる。

ここで、入札者の仮想的な費用をC c g h とする。c は企業iの実施費

用、gは投資費用、h はハンディキャップである。数値例でみたように、60
億円のハンディキャップは、落札可能性に影響を与えることになるため実質

的に費用と同様の役割を果たす。 
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ハンディキャップオークションの理解を深めるために、各サプライヤーに

投資を強要できる一期間モデルを考え、オークションの均衡がどのようにな

るかを考えよう。 
 
命命題題 3．．ハンディキャップオークションを考えよう。仮定 1－3 を採用し、各

サプライヤーが投資を強制できるとしよう。この時、あるベイジアン均衡に

ついて以下のことが成立する。 
1. C C の場合、入札戦略はb c g h h とb c gである。

この時、企業iが落札となり、c gを支払う。 
2. C C の場合、入札戦略はb c gとb c gである。この時、落

札者はランダムに割り当てられる。 
 
この命題の直感は、価格競争の論理と似ている。例として、ハンディキャッ

プがなく(h h 0 、c 50、 c 100である状況を考えよう。この場

合、サプライヤー１がこのプロジェクトを落札した場合の費用はC 50 g
であり、サプライヤー２はC 100 gである。サプライヤー２が 大限低

い額b 100 gを入札しても11、サプライヤー1 はb 100 g ϵ (ϵは十

分小さい正の値)を入札すると、 小のスコアで落札できる。 
 ハンディキャップがあったとしても同様である。サプライヤー１にハンデ

ィがある場合（h 60 0 h )、サプライヤー１が 大限低い額b 50
gを入札しても、スコアはs 50 g 60となるので、サプライヤー２はb
110 g ϵを入札すれば、落札できることになる。 
 
 次に、繰り返しゲームの状況を考えよう。さらに、「一度でも投資を行わな

かったサプライヤーのハンディキャップをh 60 gとし、それ以外のサプ

ライヤーにはh 0とする」ルールを買い手が採用しているとする。なお、

仮定より、買い手はオークションのルールにコミットできるので、考慮しな

ければならない制約は、サプライヤーの投資インセンティブのみである。あ

るサプライヤーiが落札し、それまでの履歴に投資を行わなかったサプライヤ

ーが存在しない場合、サプライヤーiが投資をする条件は、 
 

1 δ c g c g δq 1 q 50 1 δ c g c   

 
11 もし、b 100 gを入札したとすると、サプライヤー２の利得は100 g ϵ 100 g

ϵ 0となり、 適戦略とならない。 
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となる。左辺が投資をした時の利得、右辺が投資をしなかった時の利得であ

る。右辺の継続利得が 0 になっていることに注目してほしい。投資を行わな

かった場合、そのサプライヤーは大きなハンディキャップを課されることに

なるので、落札できなくなる（命題 3）。結果、右辺の継続利得は 0 になって

いる。この式を整理すると、 
 

q 1 q 50 1 δ
δ g 

 
となる。左辺はN 2の時のインフォメーションレントであるので、インフ

ォメーションレントが投資コストよりも大きい場合にはサプライヤーは投資

することになる。 
 
定定理理 3．．w 0を考えよう。δが十分に 1 に近いとき、ハンディキャップオー

クションはサプライヤーに投資インセンティブを与えられる。 
 
 この結果に２点注意が必要である。第１に、本節ではw 0としているこ

とである。3．2 節では、w 50q 1 q とすると、レントがなくなりイン

センティブが確保できないことを議論した。本節のモデルでも同様に、一定

のレントが不可欠である。第２に、h によって完全に排除するケースを Albano 
et al. (2017)は考えている。排除しないままハンディはあるもののオークショ

ンに参加させ、オークションの競争を高めた方がよいのか（すなわち、イン

フォメーションレントを低下させる）、それとも、完全に排除することが良い

のかは興味深い点であろう。 
 
4．オークション前の投資行動 
 
4．1 設定 
 3 節では、オークション後の投資行動を考えた。本節では、基本モデルに

オークション前の投資行動を加えたモデルを、De Chiara (2020)に基づいて考

える。タイミングは以下の通りである。 
 
＜タイミング③：事前投資＞ 

(1) （契約）買い手は、サプライヤーN社のうちn社をオークション参加者
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として選定する。オークション参加者に固定報酬wとボーナスrを提示

する。参加者が拒否すると、すべての当事者の利得は 0 となりゲーム

は終了する。承諾すると、買い手はwを支払い、次に進む。 
(2) 参参加加者者はは投投資資ををすするる((𝐞𝐞𝐢𝐢 � かかししなないいかか((𝐞𝐞𝐢𝐢 �))をを決決めめるる。。 
(3) 各サプライヤーiはc を観察する（私的情報）。 
(4) n社が参加するセカンドプライス・オークションを実施する。 
(5) 落札したサプライヤーがプロジェクトを実施し、成成功功ももししくくはは失失敗敗のの

成成果果がが実実現現すするる。。買い手は、オークションによって決まった価格pと
ボーナスrを支払う。 

 
 このオークション前の投資はプロジェクトが成功する確率に影響をあたえ

る。もし、投資をしなかったとしたら(e 0)、βの確率でプロジェクトは成

功し、利益はvとなり、1 βの確率でプロジェクトは失敗し、プロジェクト

の利益はv kとなる(1 β 0、 k 0)。もし、費用gをかけて投資をした場

合には e 1 、β 1 β ρの確率でプロジェクトに損失は生じないが、

1 β 1 ρ の確率でkの損失が発生するとする(1 ρ 0)。この設定の下

では、投資によってプロジェクトの損失確率が 1 β ρ減少することになる。

なお、この投資は観察不可能かつ立証不可能であるとする。 
 本モデルも、事後投資のケースと同様に投資に関するモラルハザード問題

とプロジェクト費用が観察不可能であるというアドバースセレクション問題

の２種類がある。但し、事後投資のケースと異なり、FB で考えても、オープ

ンなオークションは望ましくないことには注意が必要である。本モデルにお

ける FB（投資が立証可能）は次のように定義される。 
 

SW n v E K 1 β 1 ρ k ng 
 
基本モデルと異なっているのは、第３項と第４項である。第３項は、投資を

行った場合の期待損失であり、第４項は投資の費用である。参加者が多くな

るほど、事前投資の費用ngは大きくなるため、FB で考えてもオープンなオ

ークションは望ましくない。そこで本節の議論は、FB の参加者数をn∗

argmax  SW n としたうえで、この水準よりも小さくなるかどうかを検討す

る。 
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4．2 一回限りのゲームの均衡 
 4．1 で設定したモデルが一回のみの場合を考えてみよう。ここではプロジ

ェクトの結果（成功もしくは失敗）は立証可能であり、プロジェクトが成功

した場合にのみボーナスrを支払うとする。では、このボーナスによって入札

者に投資インセンティブを付与できるだろうか。通常のモラルハザードモデ

ルではボーナスを適切に設定することで投資インセンティブを常に与えるこ

とができるが、オークションを実施するこの状況では投資インセンティブを

与えられない場合がある。このことを示すために以下の記号を導入しよう。

E r ∣ e をサプライヤーがe を選択した場合の期待ボーナスとし、投資による

期待ボーナスの増分をΔR E r ∣∣ e 1 E r ∣∣ e 0 1 β ρrとする。

オークションが存在しない場合、この期待ボーナスの増分が投資コストを上

回る場合に（ΔR g）、投資インセンティブを与えられることになる。しか

し、オークションが存在する場合には、この条件で投資インセンティブを与

えることはできない。 
このことを理解するために、ボーナスとオークションの入札戦略の関係を

みよう。 
 

命命題題 4．．事前の投資がある場合を考えよう。すべての参加者が投資を行って

いる部分ゲームにおける均衡入札戦略は、b c g E r ∣ e 1 となり、

この時の均衡期待利得は、U w q 1 q 50である。 
 
この命題の論理は命題 2 と同様である。ボーナスを大きくしたとしても、投

資をする均衡経路上の利得を増加させることはない。オークションでの競争

の結果、入札額を引き下げ勝利確率を高めるためにボーナスは使われるから

である。例えば、ボーナスが50 100 E r ∣ e 1 を満たすときに、c 50
のサプライヤーiの入札戦略を考えよう。他のサプライヤーが均衡入札戦略に

従っていたとすると、サプライヤーiの利得は、 
 
 b 100 g E r ∣ e 1 の場合、w 
 b 100 g E r ∣ e 1 の場合、 

  w 1 q 1
2 100 E r ∣ e 1 �50 E r ∣ e 1 �    

 b 100 g E r ∣ e 1 の場合、 

w 1 q 100 E r ∣ e 1 �50 E r ∣ e 1 �    
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となり、b 50 g E r ∣ e 1 が 適反応となる。将来得られるボーナス

は入札額を引き下げることに使われるのである。結果、ボーナスが大きくな

っても、均衡経路上ではインフォメーションレントを上回るレントを受け取

ることはできない。 
 このようなオークションの効果は、サプライヤーの投資インセンティブ条

件を変化させる。オークション後に行われる事後投資と異なり、事前の投資

では、ボーナスが入札額の引き下げに使われることを読み込んで
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、投資判断

を行うからである12。 
 
補補題題 2．．事前の投資がある場合を考えよう。この時、e 1を選ぶ条件は、 
 

q 1 q 50 g 0 
q 1 q 50 g q 1 q 50 ΔR  

 
である。 
 
２つの不等式の左辺は、e 1を選択した場合のサプライヤーの利得であり、

右辺はe 0を選択した場合のサプライヤーの利得である。e 1を選択した

場合のサプライヤーの利得がインフォメーションレントと一致する。このこ

とは命題 4 の通りである。他方、サプライヤーが投資を行わなかった場合の

シナリオは２つある。一つ目は、期待ボーナスが低下することで落札できな

い場合である。投資を行わなかったサプライヤーは期待ボーナスが

E r ∣∣ e 1 からE r ∣ e 0 に低下する。先の補題で説明したように期待ボ

ーナスは入札額を引き下げることに使われるので、投資をしないサプライヤ

ーは十分に落札額を引き下げることができず、競り負けてしまう可能性があ

るからである。したがって、e 1を実現する条件は、 
 

q 1 q 50 g 0 
 
となる。この式の右辺は、落札できないため利得は0となっている。 
 もう一つのシナリオは、情報レントを削ると落札できる場合である

（q 1 q 50 ΔR 0）。この場合のe 1を選ぶ条件は、 

 
12 De Chiara (2020)では、投資をすることが唯一の均衡であることを条件としている。ここでは

論文全体の一貫性を保つために唯一性[uniqueness]は課さないで議論している。 
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q 1 q 50 g q 1 q 50 ΔR  
 
となる。左辺が投資した場合の利得、右辺が投資しなかった場合の利得であ

る。投資をしない場合、期待ボーナスは低下するので（ΔR E r ∣∣ e 1
E r ∣∣ e 0 ）、投資したサプライヤーに競り負ける恐れがある。結果、イン

フォメーションレントの一部から補って入札額を引き下げ、落札しようとし

ている。落札後の利得が 50 から50 ΔRに減少しているのは、この点を反映

している。書き換えると、 
 

ΔR g
q 1 q ↔ r g

1 β σq 1 q  

 
となる。 
 
 いずれのシナリオでも一定の投資インセンティブを与えられる。投資しな

いことで「落札が不可能」もしくは「レントの低下」というコストが存在す

るからである。但し、このコストは間接的な効果であることに注意されたい。

ボーナスの増加は投資インセンティブを直接に高めているのではなく、「オー

クション結果の変化」を経由して投資インセンティブに影響しているのであ

る。ボーナスのインセンティブ効果が間接的であるがゆえに、常に投資イン

センティブが与えられるわけではない。 
 
系系１１．．あるΔRにおいてすべての入札者がe 1を選択する対称ベイジアン均

衡が存在する条件は、 
 

q 1 q 50 g   3  
 
である。 
 
投資インセンティブを与えられるのは、インフォメーションレントを下回

る費用の場合に限られる。オークションが存在する場合、ボーナスを設定す

ることで、投資をしたサプライヤーの利得を増やすことはできず、他方、投

資しないサプライヤーに対して可能な 大限のペナルティーは、「落札させな

い」ことであるからである。 
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以上の議論から、買い手の 適化問題は次のようになる。 
 

max,�, v 1 β 1 ρ k E K nq 1 q nw 

s.t. w q 1 q 50 g 0 

      r �
� �� � ��� 

      q 1 q 50 g  
 
制約条件の 初の不等式は参加制約である。二つ目と三つ目の不等式は投資

が均衡戦略となる条件である。固定報酬wは小さいほど買い手の利得を高め

るので、参加制約を等号で満たす（w g q 1 q 50）。また、二つの

目の不等式は買い手の利得に影響を与えないので、 適解の一つはr
�

� �� � ���となる。よって、 適化問題は、 

max v 1 β 1 ρ k E K ng 

s.t. q 1 q 50 g 
 
事前の投資を行わせるためには（効率的な水準以上に）オークションの参

加数を制限する必要があることがわかる。もし、事前投資のインセンティブ

を与えようとすると、投資するための制約条件を満たすために、nを減らし

てインフォメーションレントを高める必要があるからである。結果、以下の

ことがいえる13。 
 
定定理理 4．．事前の投資をある場合を考えよう。n∗ argmax  SW n とする。も

し、q 1 q ∗ 50 gの時、 適な参加者数はn∗よりも小さくなる。 
 
4．3 関係的契約 

4．1 のモデルが無限に繰り返され、ボーナスrが立証不可能であるとし、

関係的契約を分析しよう。ここで注目する均衡は、 
A) 買い手が関係的契約を守っていたら、すべての参加者がオークション

 
13 De Chiara (2020)のモデルを単純化してしまっているため、本モデルではq 1 q ∗ 50 g
を満たす値は残念ながら存在しない。より一般的なモデルではq 1 q ∗ 50 gを満たすパ

ラメータは存在する。 
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の前に投資を行い(e 1)、オークションではb c E r ∣∣ e 1 の

入札を行う。買い手が一度でも関係的契約を破ったら、投資を行わず

(e 1)、オークションではb c を入札する。 
B) これまで関係的契約を守っていたら、買い手は関係的契約に従ってボ

ーナスを支払う。そうでなければ、r 0とする。 
である。3.3 節と異なり、買い手が投資の有無を直接観察できないので、投資

の有無で買い手は取引関係を中断することはできない。 
 サプライヤーの投資をする条件は、4.2 節の条件と変わらず、 
 

q 1 q 50 g 0 
q 1 q 50 g q 1 q 50 ΔR  

 
となる。投資自体を観察できないからである。他方、買い手が関係的契約を

遵守し、ボーナスを支払う条件は、 
 

1 δ r δV� n δ v 1 β k E K�  
 
となる。左辺は契約を遵守した場合の利得であり、右辺は契約を遵守しなか

った時の利得である。契約を遵守しなかった場合、ボーナスによってインセ

ンティブを付与できないので、すべてのサプライヤーが投資をしない状態で

オークションをすることになる。この場合、参加者を増やすことの競争効果

のみが存在するので（基本モデルの議論を参照）、参加者数は多い方が望まし

い(n N)。よって、利得はv 1 β k E K� である。この条件を書き換え

ると、 
 

δ
1 δ �V� n v 1 β k E K� � r 

 
となる。 
以上の議論から、本モデルでの 適化問題は、4.2 節の 適化問題に買い手

の自己拘束条件を加えたものになる。参加制約が等号で成立していることに

注意すると、買い手の 適化問題は次のようになる。 
 

max,�, v 1 β 1 ρ k E K ng 
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s.t. q 1 q 50 g  
  �

� 1 β ρk ng E K K� r �
� �� � ��� 

 
4．2 節と同様に、事前の投資を行わせるためには（効率的な水準以上に）オ

ークションの参加数を制限する必要があることがわかる。投資インセンティ

ブを確保するためには情報レントをサプライヤーに提供する必要があるから

である。さらに、買い手の自己拘束条件があるため、投資インセンティブを

与えるボーナスが存在するとは限らない。 
 
5．まとめと課題 
 

＜表 1：オープン v.s. 制限＞ 

 一回限り 
（成果：立証可能） 

関係的契約 
（成果：観察可能） 

情報構造 

基本モデル 
（２節） 

オープン － － 

事後投資 
（３節） 

オープン 制限 私的完全観測 

事前投資 
（４節） 

制限 制限 公的不完全観測 

 
 ここまで、先行研究に基づいて、サプライヤーの投資行動とオークション

の参加者数の関係を整理してきた。これまでの議論の結果をまとめると、表

1 のようになる。そもそも、オークションによって調達を行う場合、質を高

める投資を行うインセンティブは発生しづらい。価格によって競争が行われ

るため、費用を削減する投資と違い、質を高めても利益に反映されないから

である。そこで、投資インセンティブを確保するため考えられるのは、一定

のボーナスを設定する方法である。しかし、このボーナスの設定には二つの

問題がある。 
 第１の問題は、４節で指摘したオークションとボーナスの相性の悪さであ

る。入札額によってのみ落札者が定まるオークションを前提とすると、ボー

ナスを設定したとしても、価格競争の結果、そのボーナスは入札額を引き下

げることに使われることになる。結果として、オークション前に投資が行わ

れなければならない場合には十分なインセンティブを与えられない可能性が
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ある。 
 第２の問題は、３節で指摘した私的観測の問題である。投資の成果が観察

可能であるが立証不可能な場合、買い手は、サプライヤーが投資を行ってい

るにもかかわらずボーナスを支払わないというインセンティブを持つことな

る。特に、この買い手の逸脱が他のサプライヤーに観察できない場合（私的

観測）には、関係的契約でも十分なペナルティーを課すことできない。ボー

ナスを支払わなかったサプライヤーを入れ替えて、改めて取引を続けられる

からである。多くのサプライヤーが存在する状況では、投資を促せる高いボ

ーナスを設定できないため、サプライヤーの投資インセンティブは低下して

しまう。 
 そこで、ボーナスではなく、参加者数を限定しサプライヤーにレントを与

えることが 適になる。レントをあたえることで、取引から排除されたとき

のデメリットを大きくし、投資インセンティブを付与できるからである。極

端な場合、一社のみを選び契約を進めることも効率的であるだろう。 
 本稿の結論は、公的部門の調達において「オープンな入札制度」を過度に

採用するのは望ましくない可能性を指摘している。この結論自体は、Bajari 
and Tadelis (2001)及び Tadelis (2012)の研究と同一である。しかし、その理由は

異なる。これらの研究は事後的な不確実性に対処するための費用（適応費用、 
adaptation cost）から議論しているが、本稿では、品質を改善する投資インセ

ンティブを十分確保できない恐れがあることが理由である。いずれの理由が

あるにせよ、自由な参入を原則とする公的部門の調達制度は慎重に再検討さ

れることが求められよう。 
 
 後に本稿で十分検討していない課題を指摘しよう。第１に、本稿の大部

分では、入札額によって落札者を決めるオークションを考えてきた。質を高

める投資が重要な場合には、スコアリング・オークションを考えることもで

きる。価格と品質をサプライヤーに入札させ、それを点数化して落札者を決

める方法である（例えば、Che, 1993）。もちろん、本稿では品質（投資の成

果である）は立証不可能であると仮定しているため、関係的契約の中でスコ

アリング・オークションを運営することになる。総合評価落札方式が頻繁に

採用されている現実を踏まえると、スコアリング・オークションによって、

投資のインセンティブがどのように変わるかは興味深い論点であると考えら

れる。 
 第２の論点は、買い手がコミットできる範囲についてである。本稿では参

加企業及びオークションルールにコミット可能であることを仮定して議論を

してきた。しかし、こうした参加企業数へのコミットは難しいかもしれない。
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次論文で説明されているように、通常、難易度が高く大規模なプロジェクト

では、関係するサプライヤーを集めて「研究会」をすることが多い14。この

研究会では、各社が無償で様々な調査を行い、発表する。施工現場の地質や

利用可能な技術などの情報を共有し、よりよい施工方法を検討するためであ

ろう。しかし、このように事前投資の一部がサプライヤーの間で共有される

場合には、業者の選定のタイミングでは参加企業を増やすインセンティブを

買い手は持ってしまうことになる。事前投資が行われサンクした状況では、

企業数を増やすと実施費用の低減が見込まれるからである。こうしたコミッ

トメント能力の低下がどのような影響をもたらすかを分析することも、興味

深い問題であろう。 
後の論点は、制限オークションのデメリットを十分表現されているかと

いう点である。そもそも、本稿では、オープンな調達オークションのメリッ

トとして、低費用のサプライヤーを見つけやすい点をモデル化していた。こ

れに加えて、閉鎖的なオークションは談合や政治的汚職を誘発するという問

題が指摘されている(Tadelis, 2012)。参加企業数を制限すると、サプライヤー

間の調整が容易であるし、参加企業選定の局面で、担当者への贈収賄の可能

性が起こりやすいと推測されるからである。こうしたデメリットを踏まえた

うえで、制度設計を考える必要があるだろう。 
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